
 

令和 4 年度 西多摩衛生組合 人事行政の運営等の状況 

 

 

 

 

 

 西多摩衛生組合の人事行政の運営における公正性と透明性を高めるため、地

方公務員法第 58 条の 2 及び西多摩衛生組合人事行政の運営等の状況の公表に関

する条例に基づき、職員の任免状況、給与の支給状況、勤務条件などについて、

その概要をお知らせします。 

 

 

 

 

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

 ⑴ 採用者数及び退職者数の状況（令和 3 年度） 

新規採用者数 
退職者数 

増減 
定年退職 普通退職 勧奨退職 その他 計 

0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

 

 

 

２ 職員の人事評価の状況 

  地方公務員法では、人事評価の結果を、任用、給与、分限その他の人事管理の基礎と

して活用することが定められており、職員一人ひとりの仕事の成果や職務遂行能力を

「業績評価」及び「能力・行動評価」の二つの項目に基づき、毎年度 1 月 1 日を基準日

として人事評価を行っています。 

 

 

 

３ 職員の給与の状況 

 ⑴ 職員給与費の状況（普通会計決算） 

区 分 
職員数 

（Ａ） 

給    与    費 1 人当たり

給与費 

（Ｂ／Ａ） 
給料 職員手当 期末・勤勉手当 計（Ｂ） 

令和 

3 年度 

人 

29 

千円 

112,626 

千円 

29,880 

千円 

45,929 

千円 

188,435 

千円 

6,498 

  ※ 1 職員手当には退職手当・児童手当を含みません。 

2 職員数は、令和 3 年 4 月 1 日現在の人数で、再任用職員（短時間勤務）・会計

年度任用職員を含みません。 

 



 ⑵ 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和 4 年 4 月 1 日現在） 

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

西多摩衛生組合 44.8 歳 330,565 円 414,797 円 

東京都 42.3 歳 316,417 円 453,549 円 

  ※ 1 「平均給料月額」とは、令和 4 年 4 月 1 日現在における職員の基本給の平均で 

す。 

    2 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居 

手当、超過勤務手当などの諸手当の額を合計したものです。 

    3 技能労務職職員の在籍はありません。 

 

 ⑶ 職員の初任給の状況（令和 4 年 4 月 1 日現在） 

区分 西多摩衛生組合 東京都 

一般行政職 
大学卒 183,700 円 183,700 円 

高校卒 145,600 円 145,600 円 

  ※ この初任給のほか、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当などが支給されま

す。 

 

⑷ 級別職員の状況（令和 4 年 4 月 1 日） 

区分 
標準的な 

職務内容 
職員数 構成比 職制上の段階 

5 級 部長 2 人  6.9％  事務局長・施設長 

4 級 課長 6 人  20.7％  課長・主幹・館長 

3 級 係長 10 人  34.5％  係長・主査 

2 級 主任 8 人  27.6％  主任 

1 級 主事 3 人  10.3％  主事 

※ 職員数は一般職の職員数であり、再任用職員（短時間勤務）・会計年度任用職員を

含みません。 

 

 ⑸ 昇給への人事評価の活用状況   

令和 3 年 4 月 2 日から令和 4 年 

4 月 1 日までにおける運用 
管理職員 一般職員 

イ. 人事評価を活用している ○ ○ 

 
活用している昇給区分 

昇給可能 

な区分 

昇給実績が

ある区分 

昇給可能 

な区分 

昇給実績が

ある区分 

 上位、標準、下位の区分 ○  ○  

 上位、標準の区分  ○  ○ 

 標準、下位の区分     

 標準の区分のみ（一律）     

ロ. 人事評価を活用していない     

 活用予定時期     

 

 



 ⑹ 期末手当・勤勉手当 

西多摩衛生組合 東 京 都 

1 人当たり平均支給額（令和 3 年度） 

  1,584 千円  

1 人当たり平均支給額（令和 3 年度） 

1,788 千円  

（令和 3 年度支給割合） 

期末手当    勤勉手当   

2.40 月分   2.05 月分 

（1.35）月分  （1.00）月分 

（令和 3 年度支給割合） 

期末手当    勤勉手当   

2.40 月分   2.05 月分 

（1.35）月分  （1.00）月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算  3～20％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・職務段階別加算  3～20％ 

・管理職加算    15～25％ 

  ※ （ ）内は、再任用職員に係る支給割合です。 

 

 ⑺ 勤勉手当への人事評価の活用状況   

令和 3 年度中における運用 管理職員 一般職員 

イ. 人事評価を活用している ○ ○ 

 
活用している成績率 

支給可能 

な成績率 

支給実績が

ある成績率 

支給可能 

な成績率 

支給実績が

ある成績率 

 上位、標準、下位の成績率 ○  ○  

 上位、標準の成績率  ○  ○ 

 標準、下位の成績率     

 標準の成績率のみ（一律）     

ロ. 人事評価を活用していない     

 活用予定時期     

 

 ⑻ 退職手当（令和 4 年 4 月 1 日現在） 

西多摩衛生組合 東 京 都 

（支給率） 

勤続 20 年 

勤続 25 年 

勤続 35 年 

最高限度額 

自己都合 

23.00 月分 

30.50 月分 

43.00 月分 

43.00 月分 

勧奨・定年 

23.00 月分 

30.50 月分 

43.00 月分 

43.00 月分 

（支給率） 

勤続 20 年 

勤続 25 年 

勤続 35 年 

最高限度額 

自己都合 

23.00 月分 

30.50 月分 

43.00 月分 

43.00 月分 

勧奨・定年 

23.00 月分 

30.50 月分 

43.00 月分 

43.00 月分 

 

その他の加算措置 

定年前早期退職特例措置（2～20％加算） 

1 人当たり平均支給額 

 

その他の加算措置 

定年前早期退職特例措置（2～20％加算） 

1 人当たり平均支給額 

 － 千円 － 千円  1,927 千円 22,101 千円 

  ※ 1 人当たり平均支給額は、令和 3 年度に退職した職員に支給された平均額です。 

 

 



 ⑼ 地域手当（令和 4 年 4 月 1 日現在）   

支給率 8.5  ％  

支給実績（令和 3 年度決算） 10,816 千円  

職員 1 人当たり平均支給年額 

（令和 3 年度決算） 
372,974  円  

 

 ⑽ 特殊勤務手当（令和 4 年 4 月 1 日現在） 

支給実績（令和 3 年度決算） 1,149 千円 

支給職員 1 人当たり平均支給年額 

（令和 3 年度決算） 
60,474  円 

職員全体に占める手当支給職員の割合 

（令和 3 年度） 
65.5  ％ 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
左記職員に対する 

支給単価 

危険手当 一般職・技能労務職 

焼却炉運転・保守点検

業務、飛灰その他燃え

殻取扱業務、プラット

ホーム清掃点検業務 

日額 300 円  

 

 ⑾ 超過勤務手当（時間外勤務） 

支給実績（令和 3 年度決算） 5,714 千円  

支給職員 1 人当たり平均支給年額 

（令和 3 年度決算） 
248,434  円  

支給実績（令和 2 年度決算） 6,721 千円  

支給職員 1 人当たり平均支給年額 

（令和 2 年度決算） 
305,485  円  

 

 ⑿ その他の手当（令和 4 年 4 月 1 日）   

手当名 内容及び支給単価 
支給実績 

（令和 3 年度決算） 

支給職員 1人当たり

平均支給年額 

（令和 3 年度決算） 

扶養手当 

（一般職給料表（1）1 級か

ら 3 級職員） 

配偶者・父母等 6,000 円 

子       9,000 円 

特定扶養加算  4,000 円 

 

（一般職給料表（1）4 級職

員） 

配偶者・父母等 3,000 円 

子       9,000 円 

特定扶養加算  4,000 円 

 

4,074 千円 239,647 円 



（一般職給料表（1）5 級職

員） 

扶養手当不支給 

 

住居手当 
35歳未満の賃貸住宅居住者 

15,000 円 
945 千円 157,500 円 

通勤手当 

交通機関利用者…6 か月定

期券相当額（限度額 55,000

円） 

 

交通用具使用者…通勤距離

に応じて支給 

1,778 千円 63,514 円 

管理職手当 

（一般職給料表（1）5 級職

員）      94.000 円 

（暫定措置として 89,300

円） 

 

（一般職給料表（1）4 級職

員）      70,000 円 

5,404 千円 900,600 円 

 

 ⒀ 特別職の報酬等の状況（令和 4 年 4 月 1 日）   

区     分 給料月額等 

給
料 

管 理 者 

副 管 理 者 

130,000 円（年額） 

110,000 円（年額） 

報
酬 

議 長 

副 議 長 

議 員 

110,000 円（年額） 

100,000 円（年額） 

 80,000 円（年額） 

 

 

 

４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

 ⑴ 勤務時間の概要 

   職員の勤務時間について、1 週間の勤務時間が 38 時間 45 分となっています。 

1 週間の勤務時間 1 日の勤務時間 始業時刻～終業時刻 週休日 

38 時間 45 分 7 時間 45 分 
午前 8 時 30 分～ 

午後 5 時 15 分 

日曜日 

土曜日 

ただし、職務の性質により前記により難いときは、休憩時間（正午～午後 1 時）を

除いて、4 週間を超えない期間につき、1 週間当たり 38 時間 45 分とする正規の勤務時

間を別に定めることができます。 

 

 

 

 



⑵ 休暇制度の概要・種類等 

  名称 概要 

年次有給休暇 

1 年につき最高 20 日間付与され、その年

に使用しなかった日数がある場合、総付与

日数 40 日を上限として、20 日を限度に翌年

に限り繰り越すことができます。 

病気休暇 

勤労意欲があっても負傷または疾病のた

め勤務することができない職員に対し、医

師の証明等に基づき、最小限度必要と認め

られる期間、その治療に専念させる目的で

設けられた休暇制度です。 

特別休暇 

職員が選挙権の行使、結婚、出産その他特

別な理由により勤務しないことが相当である

場合における特別休暇として、公民権行使等

休暇、交通機関等事故休暇、災害休暇、慶弔

休暇、妊娠出産休暇、妊娠症状対応休暇、早

期流産休暇、母子保健健診休暇、妊娠通勤時

間、育児時間、出産支援休暇、育児参加休暇、

生理休暇、子の看護休暇、ドナー休暇、ボラ

ンティア休暇、夏季休暇、リフレッシュ休暇

及び短期の介護休暇があります。 

介護休暇 

配偶者または 2 親等内の親族で疾病、負

傷または老齢により 2 週間以上にわたり日

常生活を営むことに支障がある者（以下「要

介護者」という。）の介護をするため、勤務

しないことが相当であると認められる場合

における休暇制度です。 

介護時間 

要介護者の介護をするため、勤務しない

ことが相当であると認められる場合に、公

務の運営に支障があると認められる時間を

除き、1 日の勤務時間のうち 2 時間を超えな

い範囲内で必要と認められる時間につい

て、勤務しないことを承認する制度です。 

 

⑶ 年次有給休暇、病気休暇の取得状況（令和 3 年） 

年次有給休暇 

平均取得日数 

病気休暇 

取得件数 

15.3 日 4 件 

  ※ 1 年次有給休暇平均取得日数は、令和 3 年 1 月 1 日から令和 3 年 12 月 31 日まで

の間の職員 1 人当たりの取得日数です。 

    2 病気休暇取得件数は、令和 3 年度中の病気休暇取得件数です。 

 

 



５ 職員の休業に関する状況 

  育児休業は、地方公務員の育児休業等に関する法律の規定に基づき、子を養育する職

員の継続的な勤務を促進するため、3 歳に満たない子を養育するための休業制度です。 

部分休業は、地方公務員の育児休業等に関する法律の規定に基づき、公務に支障のな

い範囲内で、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、1 日の勤務時間の一

部を勤務しないことができる制度です。 

 

育児休業及び部分休業の取得状況    （令和 3 年度実績） 

 育児休業 部分休業 

男性職員 0 人 0 人 

女性職員 0 人 0 人 

 

 

６ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

 ⑴ 分限処分 

   分限処分は、地方公務員法の規定に基づき、公務能率の維持を目的として、職員が

その職責を十分に果たすことができない場合に、職員の意に反して行う処分です。 

   懲戒処分は、地方公務員法の規定に基づき、公務における規律と秩序の維持を目的

として、職員に法律違反等、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合に

行う処分です。 

（令和 3 年度実績） 

区分 
分限処分 懲戒処分 

降任 免職 休職 戒告 減給 停職 免職 

処分者数 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

 

 

７ 職員の服務の状況 

  地方公務員法では、職員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、職務の遂

行にあたっては全力を挙げて専念しなければならないという服務が規定されています。 

  また、法令や上司の職務上の命令に従う義務や守秘義務などが課せられています。 

 

（令和 3 年度実績） 

区分 違反者数 

職務命令等に従う義務 0 人 

信用失墜行為の禁止 0 人 

守秘義務 0 人 

職務専念義務 0 人 

政治的行為の制限 0 人 

争議行為等の禁止 0 人 

営利企業への従事等の制限 0 人 

 

 

 



８ 職員の退職管理の状況 

  地方公務員法では、退職職員による現職職員への働きかけが規制されており、退職管

理の適正を確保するため、職員の再就職の状況など、それぞれの実情に応じて必要な措

置を講じるものとされております。 

 

  令和 3 年度末における退職者（課長職以上）の再就職等の状況 

区分 組合再任用職員 民間企業等 再就職なし 

人数 0 人 0 人 0 人 

９ 職員の研修の状況 

  地方公務員法では、勤務能率の発揮及び増進のために、職員に研修を受ける機会を与

えなければならないと規定されています。主に東京都市町村職員研修所への派遣研修、

労働安全衛生委員会での安全講習会などを行っています。 

 

東京都市町村職員研修所     （令和 3 年度実績） 

研修名 受講者数 

中堅職員の役割 1 人 

政策提案 1 人 

政策形成 1 人 

財政科 1 人 

契約科 1 人 

廃棄物対策科 1 人 

 

 

10 職員の福祉及び利益の保護の状況 

  地方公務員法では、職員の厚生福利を図ることを目的として、厚生制度と共済制度に

ついて規定しています。西多摩衛生組合におけるそれぞれの主な実施主体は、厚生制度

が職員互助組合、共済制度が東京都市町村職員共済組合となっています。 

  また、厚生福利制度とは別に職員の公務上の災害、通勤時の災害により、職員が負傷

等または死亡した場合等の補償を目的として、公務災害補償制度が規定されています。 

 

 ⑴ 厚生・共済制度 

実施主体 内容 

職員互助組合 

地方公務員法第 42 条に基づき、職員の親睦・元気回復を図るための

厚生制度を設けており、職員の冠婚葬祭等に対する給付事業は職員

からの会費のみを財源に、厚生事業は、西多摩衛生組合が交付する

負担金を財源として運営しています。 

東京都市町村

職員共済組合 

社会保険制度の一環として、主に①職員及びその家族の病気などに

対して給付を行う「短期給付事業」、②職員の退職、障害、死亡等に

対して年金又は一時金の給付を行う「長期給付事業」、③健康保持増

進などを目的として行う「福祉事業」の 3 種類の事業を実施してい

ます。東京都市町村職員共済組合の運営費として、職員（共済組合

員）の掛金と、法定負担率により西多摩衛生組合（使用者）が支出

する負担金を納めています。 



⑵ 公務災害補償 

 発生状況              （令和 3 年度実績） 

区 分 傷 病 死 亡 

公務災害 0 件 0 件 

通勤災害 0 件 0 件 

 

 

11 公平委員会の業務の状況 

 ⑴ 勤務条件に関する措置の要求の状況 

   職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、人事委員会に対して、西多摩衛

生組合の当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができます。 

この制度は、職員の労働基本権が制約されていることに対する代償措置として認め

られたものであり、職員の権利利益を確保し、その勤務条件の適正化を図ることを目

的としています。 

 

 ⑵ 不利益処分に関する不服申立ての状況 

   職員は、懲戒その他その意に反する不利益な処分に関して、公平委員会に対して不

服の申立てをすることができます。 

この制度は、職員の身分保障を実質的に担保するものとして認められたもので、職

員が違法又は不当な処分を受けた場合にその取消しを求める事後救済の制度となって

います。 

 

 ⑶ 苦情処理の状況 

   職員は、勤務条件その他の人事管理に関して、公平委員会に苦情の申出及び相談を

することができます。 

 

令和 3 年度における⑴～⑶の事案処理状況 

区分 前年度からの 

継続事案 

年度内 

発生事案 

年度内 

完結事案 

翌年度 

継続事案 

勤務条件に関する措置の要求 0 件 0 件 0 件 0 件 

不利益処分に関する不服申立て 0 件 0 件 0 件 0 件 

苦情処理 0 件 0 件 0 件 0 件 

 

 


